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11
月
29
日
㊌
13
時
～
15
時
30
分

（
受
付
12
時
30
分
～
12
時
50
分
）／

場
所
＝
市
役
所
１
階
１
０
２
会
議

室
／
対
象
＝
就
職
を
希
望
し
て
い

る
15
～
39
歳
ま
で
の
方
／
定
員
＝

20
人
（
予
約
制
・
申
込
順
）／

申
込
＝
11
月
24
日
㊎
ま
で
に
電
話

申
込
／
費
用
＝
無
料

と
商
工
観
光
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
８
、
Ｆ
⒇
１
６
０
４

役
立
つ
！
中
高
年
の
再
就
職
支

援
セ
ミ
ナ
ー

大
網
白
里
市
・
茂
原
市
と
千
葉

県
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
と

の
共
催
に
よ
り
、
中
高
年
の
方
の

再
就
職
を
支
援
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
し
ま
す
。
ま
た
、
セ
ミ
ナ
ー

受
講
者
で
希
望
さ
れ
る
方
は
生

活
・
就
労
に
関
す
る
個
別
相
談
も

受
け
ら
れ
ま
す
。

11
月
21
日
㊋
セ
ミ
ナ
ー
10
時
～

12
時
30
分
、
個
別
相
談
13
時
30

分
～
16
時
／
場
所
＝
大
網
白
里

市　

中
央
公
民
館
２
階
講
義
室
／

対
象
＝
原
則
40
～
65
歳
で
求
職
中

の
方
／
定
員
＝
セ
ミ
ナ
ー
30
人
、

個
別
相
談
４
人
（
予
約
制
・
申
込

順
）／
申
込
＝
11
月
17
日
㊎
ま
で

に
電
話
申
込
／
費
用
＝
無
料

と
商
工
観
光
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
８
、
Ｆ
⒇
１
６
０
４

セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン 

「
お
仕
事
説
明
会
in
茂
原
」を
開
催

千
葉
県
と
株
式
会
社
セ
ブ
ン
‐

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
は
協
定
を

結
び
、
高
齢
者
の
雇
用
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
市
で
は
、
長
生
郡
６

町
村
と
合
同
で
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
の
レ
ジ
接
客
、
品
出

し
、
清
掃
、
配
達
な
ど
の
仕
事
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

11
月
20
日
㊊
13
時
30
分
～
15

時
／
場
所
＝
市
役
所
１
階
１
０
２

会
議
室
／
対
象
＝
お
お
む
ね
60
歳

以
上
の
方（
年
齢
制
限
な
し
）／
定

員
＝
40
人（
予
約
制
）／
費
用
＝
無
料

と
商
工
観
光
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
２
８
、
Ｆ
⒇
１
６
０
４

第
５
回
木
造
住
宅
耐
震
相
談
会

を
開
催

市
で
は
、
平
成
12
年
５
月
31
日

以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
の

耐
震
化
を
推
進
す
る
た
め
、
木
造

２
階
以
下
の
一
戸
建
て
の
住
宅
の

所
有
者
・
居
住
者
を
対
象
に
、
耐

震
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

11
月
24
日
㊎
13
時
～
17
時
（
時

間
は
１
組
50
分
程
度
）／
場
所
＝

市
役
所
８
階
８
０
１
会
議
室
／
申

込
方
法
＝
電
話
申
込
（
先
着
４

組
）／
相
談
費
用
＝
無
料
／
申
込

期
間
＝
11
月
１
日
㊌
～
17
日
㊎ 

９
時
～
17
時
（
土
日
・
休
日
を
除

く
）／
そ
の
他
＝
11
月
３
日
㊗
開

催
の
茂
原
市
産
業
ま
つ
り
で
、
耐

震
相
談
ブ
ー
ス
を
設
置
し
ま
す
。

お
気
軽
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

と

建
築
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
８
８
、
Ｆ

⒇
１
６
０
６

ご
相
談
く
だ
さ
い
！ 

住
宅
ロ
ー
ン
【
フ
ラ
ッ
ト
35
】

金
利
が
史
上
最
低
水
準
の
「
フ

ラ
ッ
ト
35
」
の
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。
住
宅
金
融
支
援
機
構
職
員

と
金
融
機
関
職
員
が
７
月
に
ス

タ
ー
ト
し
た
「
フ
ラ
ッ
ト
35
子
育

て
支
援
型
」
な
ど
に
つ
い
て
、
市

職
員
が
三
世
代
同
居
等
支
援
事
業

補
助
金
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ご

相
談
に
お
答
え
し
ま
す
。

11
月
５
日
㊐
10
時
～
17
時
（
予

約
制
）
／
場
所
＝
茂
原
住
宅
公

園
／
申
込
先
＝
茂
原
住
宅
公
園
イ

ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
ハ
ウ
ス

と

茂
原
住
宅
公
園
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

シ
ョ
ン
ハ
ウ
ス

☎
�
２
３
４
１

音
楽
放
送
「
夕
焼
け
小
焼
け
」

が
冬
時
間
に
変
わ
り
ま
す

毎
日
午
後
５
時
に
放
送
し
て
い

る
音
楽
放
送「
夕
焼
け
小
焼
け
」

は
、日
暮
れ
の
早
ま
る
11
月
か
ら

１
月
ま
で
の
間
、子
ど
も
た
ち
の

帰
宅
を
促
す
た
め
、午
後
４
時
に

変
更
し
て
放
送
し
ま
す
。ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

と
総
務
課
防
災
対
策
室
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
９
、
Ｆ

⒇
１
６
０
２

野
外
で
の
焼
却
は
禁
止
で
す 

適
法
な
焼
却
設
備
を
用
い
ず
に

家
庭
ご
み
な
ど
の
廃
棄
物
を
焼
却

す
る
こ
と
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

家
庭
の
ご
み
は
分
別
し
、
集
積

所
へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
次
の
よ
う
な
焼
却
は
一
部
例

外
が
あ
り
ま
す
。

①
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の

行
事
を
行
う
為
の
焼
却

②
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を
営

む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

と
し
て
行
わ
れ
る
焼
却

③
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営

む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
廃
棄
物

の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

※
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
十
分

配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

臭
い
や
煙
で
、
ま
わ
り
に
迷
惑

を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

と

環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
０
４
、
Ｆ
⒇
１
６
０
４

　市民の皆さんに、市政をより身近なものに感じていただ
くため、これからの茂原市について、市長と直接、意見交
換をしてみませんか？
◆開催期間　随時受付
　　　　　　※議会開催月（６月・９月・12月・３月）は除く。
　　　　　　※開催日・開催時間は、協議の上、決定します。
◆対　　象　出席者数が５人以上10人程度の市内在住・
　　　　　　在勤・在学の団体、グループ
　　　　　　※宗教および政治上の目的を有する団体、
　　　　　　　公序良俗に反する団体は除く。
◆テ　ー　マ　市政に関することの中から、申込団体・
　　　　　　グループが設定
◆場　　所　市長応接室（市役所３階）
◆申込方法　開催希望日の１カ月前までに、電話または窓

口で参加者の住所、氏名、電話番号、話し合
いたいテーマを申し出てください。

参加団体・グループ募集！

お申し込み・お問い合わせは、秘書広報課（３階）
☎（20）１５１２、Ｆ（20）１６０１へ。

市民ふれあいミーティング


